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北海道地域・職域連携推進事業実施要綱 新旧対照表 

新 旧 

 

北海道地域・職域連携推進事業実施要綱 

 

１～２ （略） 

 

３ 地域・職域連携推進協議会の設置 

（１） 地域の実情に応じた協力体制による、生涯を通じた継続的な保  

健サービスの提供や健康管理体制を整備・構築するため、地域・ 

職域連携推進協議会を設置する。 

（２） 道においては「北海道地域・職域連携推進協議会（以下「推進 

協議会」という。）」を設置するとともに、二次医療圏（または保健

環境部保健行政室･地域保健室）に「二次医療圏地域・職域連携推進

連絡会（以下「推進連絡会」という。）」を設置する。 

   なお、推進協議会は、道民の健康づくり推進協議会の専門部会と

して位置づける。また、設置・運営等に係る事項については、別に

要領を定める。 

（３）推進協議会及び推進連絡会は、５に掲げる構成機関（以下、「構成

機関」という。）の中から構成する。 

 

４ 事業内容 

（１） （略） 

 

（２） 推進連絡会 

 

北海道地域・職域連携推進事業実施要綱 

 

１～２ （略） 

      

３ 地域・職域連携推進協議会の設置  

（１） 地域の実情に応じた協力体制による、生涯を通じた継続的な保

健サービスの提供や健康管理体制を整備・構築するため、地域・

職域連携推進協議会を設置する 

（２）道においては「北海道地域・職域連携推進協議会（以下「推進協 

議会」という。）」を設置するとともに、第二次保健医療福祉圏（ま

たは保健環境部保健行政室･地域保健室）に「二次医療圏地域・職域

連携推進連絡会（以下「推進連絡会」という。）」を設置する。 

   なお、推進協議会は、道民の健康づくり推進協議会の専門部会と

して位置づける。また、設置・運営等に係る事項については、別に

要領を定める。 

（３）推進協議会及び推進連絡会は、５に掲げる構成機関（以下、「構成

機関」という。）の中から構成する。 

 

４ 事業内容 

（１） （略） 

 

（２） 推進連絡会 

資料１－２ 
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ア 推進連絡会は、地域特性に応じた協力体制による継続的な健康

管理が可能となるよう体制を構築する。 

  イ 同連絡会は、地域における関係機関への情報提供と連絡調整や

健康に関する情報収集、ニーズ把握等を行い、二次医療圏特有の

健康課題を特定し、地域特性に応じた健康課題の解決に必要な連

携事業の計画・実施・評価等を行う。 

ア）現状分析 

イ）課題の明確化、目標設定 

ウ）連携事業のリストアップ 

エ）連携内容の検討・決定及び提案 

オ）連携内容の具体化・実施計画の作成 

カ）連携事業の実施 

キ）評価資料及び評価方法の設定 

  ウ 同連絡会は、具体的な連携事業の企画等を行うために、保健事

業等の共同実施に関する作業部会や社会資源の相互有効活用に関

する作業部会等、所要の作業部会等を置くことができる。 

 

５～６ （略） 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１０月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年 ３月 ６日から施行する。 

  ア 推進連絡会は、地域特性に応じた協力体制による継続的な健康

管理が可能となるよう体制を構築する。 

  イ 同連絡会は、地域のおける関係機関への情報提供と連絡調整や

健康に関する情報収集、ニーズ把握等を行い、二次医療圏特有の

健康課題を特定し、地域特性に応じた健康課題の解決に必要な連

携事業の計画・実施・評価等を行う。 

ア）現状分析 

イ）課題の明確化、目標設定 

ウ）連携事業のリストアップ 

エ）連携内容の検討・決定及び提案 

オ）連携内容の具体化・実施計画の作成 

カ）連携事業の実施 

キ）評価資料及び評価方法の設定 

  ウ 同連絡会は、具体的な連携事業の企画等を行うために、保健事

業等の共同実施に関する作業部会や社会資源の相互有効活用に

関する作業部会等、所要の作業部会等を置くことができる。 

 

５～６ （略） 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１０月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年 ３月 ６日から施行する。 
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   附 則 

 この要綱は、平成２５年 ８月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年 ４月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年 ５月 ７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年 １月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年 ８月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年 ４月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年（2020 年）５月 ７日から施行する。 

 

 


